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告

示

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
等
に
係
る
電
子
計
算
機
の
設
置
等
関
連
事
務
の
委
任
…
…
…
…
…
…
…
…
一

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
変
更
書
の
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
九
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

障
害
者
Ｕ
Ｐ
大
分
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

三

代
表
者
の
氏
名

松

木

康

司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
分
市
長
浜
町
一
丁
目
十
一
番
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
等
が
Ｉ
Ｔ
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
潜
在
能
力
を
引
き
出
し
、
自
立
に
向
け
て
障

害
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
（
ク
オ
リ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
!

生
活
の
質
）
の
向
上
を
目
指
し
、
就
労
の
機
会
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
必
要
な
Ｉ
Ｔ
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
及
び
研
修
の
具
体
的
な

仕
組
み
づ
く
り
等
、
地
域
社
会
と
協
力
し
て
取
り
組
み
、
こ
れ
ら
の
Ｉ
Ｔ
研
修
が
各
地
で
継
続
的
に
開
催

で
き
る
よ
う
に
、
地
域
に
埋
も
れ
た
人
材
の
発
掘
と
人
材
育
成
を
行
い
、
市
民
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

公
告
の
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
通

知
カ
ー
ド
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
並
び
に
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提

供
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
八
十
五
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
九
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
等
に
係
る
電
子
計
算
機
の
設
置
等
関
連
事

務
を
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
に
委
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
本
県
に
設
置
さ
れ
て
い
る
執
行
機
関
か
ら
同
機
構
へ
の
同
事
務
の
委
任
も
含
む
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
変
更
書
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
変
更
書
の
案
に
意
見
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま

で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

中
津
地
区
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
変
更
書
の
案

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
九
年

第

二

八

九

二

号

六
月
二
十
三
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
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道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
小
挾
間

大
分
線

由
布
市
挾
間
町
朴
木
字
丸
山
四
六
五

番
一
〇
地
先
か
ら

由
布
市
挾
間
町
朴
木
字
三
ヶ
久
保
六

二
八
番
九
地
先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
三
・
四

〜

三
・
〇

メ
ー
ト
ル

四
三
三
・
五

由
布
市
挾
間
町
朴
木
字
丸
山
四
六
五

番
一
〇
地
先
か
ら

由
布
市
挾
間
町
朴
木
字
三
ヶ
久
保
六

二
八
番
九
ま
で

後

二
四
・
四

〜

九
・
四

四
〇
二
・
〇

県
道
田
野
庄

内
線

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
野
台
二
一
二

一
番
一
四
か
ら

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
野
台
二
一
二

八
番
九
ま
で

前

二
五
・
〇

〜

六
・
〇

三
二
九
・
二

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
野
台
二
一
二

一
番
一
四
か
ら

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
野
台
二
一
二

八
番
一
ま
で

後

六
七
・
〇

〜
二
四
・
〇

三
二
九
・
二
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
小
挾
間
大
分
線

由
布
市
挾
間
町
朴
木
字
丸
山
四
六
五
番
一
〇
地
先
か

ら由
布
市
挾
間
町
朴
木
字
三
ヶ
久
保
六
二
八
番
九
ま
で

県
道
田
野
庄
内
線

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
野
台
二
一
二
一
番
一
四
か
ら

由
布
市
庄
内
町
野
畑
字
野
台
二
一
二
一
番
一
四
地
先

ま
で

平
二
九
・

六
・
二
三

県
道
高
崎
大
分
線

大
分
市
大
字
高
崎
字
南
平
一
一
〇
七
番
二
地
先
か
ら

大
分
市
大
字
高
崎
字
南
平
一
一
七
六
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
三
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

大
分
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
村
整
備
課
及
び
中
津
市
商
工
農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備

え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二


